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自動車運送事業における安全対策について

○安全性を審査し、安全確保が適切と認められる者に対して自動車運送事業の許可を行う。

国土交通省による事業許可前のチェック

運行管理者の選任
○講習の受講
○乗務前・乗務後の点呼の実施

○運転者への運転方法等についての指
導・監督 他

整備管理者の選任
○点検・整備の実施 等

運転者の選任
○適性診断の受診 等

運転者の労務管理

○告示で定める勤務・乗務時間の設定及び
遵守等

施設（車庫、休憩・仮眠施設）の管理

自動車運送事業の実施において事業者が遵守すべき事項

○事業者に対して適時に監査を実施し、法令違反が認められた場合は行政処分を行う。
さらに、悪質な違反には刑罰を科す。

○関係省庁等と連携し、法令違反について情報共有を図っている。

国土交通省による事業許可後のチェック
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運行管理者と営業所について

営業所は、事業用自動車の運行を直接管理する部署と位置付け
られており、各営業所に１人以上の運行管理者を配置しなければ
なりません。

運行管理者は、自動車運送事業における輸送の安全を担う国家
資格であり、関係法令に関する知識と経験が必要です。

運行管理者の管理の対象は、運行管理者が所属する営業所が
直接管理している運転者・車両に留まり、他の営業所に所属する
運転者・車両を対象とした運行管理は原則行うことができません。

運行管理者の職務と営業所に関する法令上の規定について

自動車運送事業者は、営業所ごとに、配置車両数に応じた
十分な人数の運行管理者を選任しなければなりません。

貨物自動車運送事業における事業用自動車の車両数と運行管理者の選任数の最低限度

所要車両数が２４０両以上の場合は、次の式を用いて計算  運行管理者の選任数の最低限度＝ ＋１

トラックの両数
５両

～２９両
３０両
～５９両

６０両
～８９両

９０両
～１１９両

１２０両
～１４９両

１５０両
～１７９両

１８０両
～２０９両

２１０両
～２３９両

運行管理者数 １人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人 ７人 ８人

営業所における運行管理者の必要選任数について

トラックの車両数
３０
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運行管理者の主な業務について

運行管理者の主な業務

＜１回の運行に係る業務＞

＜上記以外の業務＞
・運転者に対する運転方法等の指導監督
・運転者に適性診断を受診させること
・運転者の労務管理
・運転者の健康管理

運行計画の作成

始業時点呼

運行状況に応じた運行指示

終業時点呼

乗務記録

運
行
中

運転者の経験や労務状況、道路状況などから、適切
な運行経路と運行時間が記された計画を作成。

運行計画の作成

乗務前後の運転者に対して、
酒気・疾病・疲労の確認、
運行の安全確保のために必要
な指示等を行う。

始業時点呼・終業時点呼

事故・路線障害等の突発的な事案に
対して、運転者・車両・道路等の状況
に応じた適切な指示を運転者に行う。

運行状況に応じた運行指示

指導監督指針に基づく指導監督を定期的に実施。

運転者に対する運転方法等の指導監督

運転特性を様々な方法
で測定し、測定結果を
指導監督等に活用。

適性診断の受診
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運行管理者の資格取り消しについて①

運行管理者の業務についての法令違反がある場合等は、運行管理者資格証の返納命令が
発令され、資格が取り消されます。

①運行管理者が事業用自動車の運転の際に、救護義務違反、酒酔い運転、薬物等使用運転、妨害運転、
無免許運転、酒気帯び運転又は大型自動車無資格運転を行った場合。

②運行の安全確保に関する違反の事実若しくはこれを証するものを隠滅し又は改ざんを行う等これを疑うに
足りる相当の理由が認められる場合。

③事業用自動車の運転者が酒酔い運転、薬物等使用運転、無免許運転、酒気帯び運転、過労運転、大型
自動車無資格運転、最高速度違反行為又は過積載運行を引き起こした場合であって、運行管理者が当該
違反行為を命じ、又は容認していたとして都道府県公安委員会から道路交通法第２２条の２第２項の規定
に基づく協議、同法第７５条第３項の規定に基づく意見聴取又は同法第１０８条の３４の規定に基づく通知
があった場合。

④事業用自動車の運転者が③に該当する違反行為を引き起こした場合であって、補助者がその業務でこれ
ら違反行為を引き起こすおそれがあることを認めたにもかかわらず、運行管理者への報告を行わず、又は
運行管理者の指示に従わずに、当該違反行為を命じ、又は容認していたとして都道府県公安委員会から
道路交通法通知等があった場合。

⑤行政処分等の基準による運行管理者の運行の安全確保に関する違反の各事項に対する基準日車等の
総和が１２０日車以上となった場合。

⑥運行管理者が実際に運行管理業務を行っていないにもかかわらず、その名義を当該事業者に使用（選任
の届出をした場合を含む。）させた場合。

⑦運行管理者試験の受験資格の詐称など、不正な手段により運行管理者資格者証を取得したことが判明し
た場合。

運行管理者資格者証返納命令を発動する場合
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運行管理者の資格取り消しについて②

行政処分等の基準による運行管理者の運行の安全確保に関する違反の各事項に対する基準日車等の
総和が３０日車以上１２０日車未満となった場合。

運行管理者への警告

運行管理者資格者証の返納命令処分又は運行管理者への警告にあたり、複数の運行管理者が選任され
ている場合には、統括運行管理者に対して行われます。

運行管理者資格者証の返納命令処分を受けた資格者は、処分の日から５年を経過しなければ運行管理者
資格者証の交付を受けることができません。

運行管理者資格者証の返納命令の発令等は、貨物自動車運送事業者の行政処分を行う場合に同時に行
われますが、事業を廃止した等により事業者の行政処分が行われない場合は、単独で行われます。
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点呼について

貨物自動車運送事業輸送安全規則（抜粋）

（点呼等）

第七条 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の業務に従事しようとする運転者等に対して対面に

より、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法（運行上やむを得ない場
合は電話その他の方法。次項において同じ。）により点呼を行い、次の各号に掲げる事項について報告を求め、
及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。
一 運転者に対しては、酒気帯びの有無

二 運転者に対しては、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの
有無

三 道路運送車両法第四十七条の二第一項及び第二項の規定による点検の実施又はその確認

四 特定自動運行保安員に対しては、特定自動運行事業用自動車による運送を行うために必要な自動運行装
置（道路運送車両法第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。）の設定の状況に関する
確認

２～４ （略）

５ 貨物自動車運送事業者は、第一項から第三項までの規定により点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び
指示をしたときは、運転者等ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに次に掲げる事項を記録し、
かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
一 点呼を行った者及び点呼を受けた運転者等の氏名

二 点呼を受けた運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は車両番号その
他の当該事業用自動車を識別できる表示

三 点呼の日時
四 点呼の方法
五 その他必要な事項
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何で点呼が必要か

点呼は安全輸送の要
①悪質違反（酒気帯び・薬物等）を防ぐ

酒気帯び・飲酒事案の殆どが「点呼していなかった」「運転者に任せていた」
アルコール検知器の有効保持義務違反も発生
薬物は完全検知不可「日頃の変化を見逃さない」

②健康起因事故を防ぐ

疲労、疾病、睡眠の状態を確認
事業等の把握、服薬の状況「薬はちゃんと持った？」

③車両故障事故を防ぐ

故障による運行中断は事故報告対象
車検証の有効期間もマメに確認（「無車検運行」たびたび発生）

車輪脱落も多数発生（令和６年度は全国で１２０件発生）

④同種の事故（ヒヤリ・ハット）を防ぐ

乗務後（乗務途中）点呼で、運行中に起こった輸送の安全にかかわる出来事を報告
必要に応じて、他の運転者へ展開
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ICTを活用した点呼制度について①
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ICTを活用した点呼制度について②
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運行指示書とは

乗務開始前及び乗務開始後の点呼いずれも対面（遠隔点呼、自動点呼を含む）で行うことがで
きない場合は、運行指示書を作成して、運転者に適切な指示を行うとともに、当該指示書を運転
者に携行させなければなりません。また、運行指示書は運行終了の日から１年間保存しなければ
なりません。

記載事項は下記のとおり ＜貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の３＞

１．運行の開始及び終了の地点及び日時
２．乗務員等の氏名
３．運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時
４．運行に際して注意を要する箇所の位置
５．乗務員等の休憩地点及び休憩時間（休憩がある場合に限る。）
６．乗務員等の運転又は業務の交替の地点（運転又は業務の交替がある場合に限る。）
７．その他運行の安全を確保するために必要な事項

運行中に上記１．又は３．に変更が生じたときは、運行管理者は、変更の内容を運行指示書の写しに記載
し、運転者に電話等により適切な指示を行うとともに、運転者が携行している運行指示書に変更内容を記載
させなければなりません。

運行指示書の作成及び携行が必要でない運行の途中で、乗務開始前及び乗務終了後のいずれの点呼も
対面で実施できない業務を行わせることとなったときは、運行管理者は、運行指示書を作成し、運転者に電
話等により適切な指示を行わなければなりません。
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乗務員に対する指導監督とは

貨物自動車運送事業輸送安全規則（抜粋）

（従業員に対する指導及び監督）

第十条 貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に

係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行
の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、
運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並
びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において三年間保存しなければ
ならない。

２ 貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用
自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告
示で定める適性診断であって第十二条の三第一項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせ
なければならない。

一 死者又は負傷者（自動車損害賠償保障法施行令（昭和三十年政令第二百八十六号）第五条第二号、第三
号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。）が生じた事故を引き起こした者

二 運転者として新たに雇い入れた者（貨物軽自動車運送事業者にあっては、運転者として初めて事業用自動
車に乗務する者）

三 高齢者（六十五才以上の者をいう。）
３～５ （略）
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運転者に対して行う指導及び監督の指針①



中国運輸局

13

運転者に対して行う指導及び監督の指針②
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事故が発生した場合の対応について

自動車運送事業者等は、自動車事故報告規則に定める事故があった場合、３０日以内 に自動

車事故報告書を、使用の本拠を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、国土交通大
臣に提出しなければなりません。

また、特に重大な事故（速報対象の事故・事件）が発生した場合には、２４時間以内においてで
きる限り速やかに、運輸監理部長又は 運輸支局長に 速報しなければなりません。

転覆 転落 路外逸脱 火災 踏切

衝突 死傷 危険物等 車内 飲酒

健康起因 救護違反 車両故障 交通障害 その他

＜事故の種類＞

速報対象の
事故・事件発生

速やかに連絡

岡山運輸支局 保安担当
０８６－２８６－８１５５
０９０－７３７４－４４５０ （夜間・休日）
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速報対象の事故・事件（トラック事業）

特定重大事故

・ 自動車に積載された危険物、高圧ガス、毒物・劇物、火薬類、 可燃物の大量飛散・漏洩事故
・ その他社会的影響が特に大きいと認める事故
（例：事故に関し、報道機関による報道で大きく取り上げられたとき等）

重大事故

・ ２名以上の死者を生じた事故
・ ５名以上の重傷者を生じた事故
・ １０名以上の負傷者（重傷、軽傷を問わない）を生じた事故
・ 自動車に積載された危険物、高圧ガス、毒物・劇物、火薬類、可燃物の飛散、漏えい事故（大量でないもの）
・ 酒気帯び運転を伴う事故
・ 自然災害に起因する可能性のある事故
・ その他社会的影響が大きいと認める事故
（例：事故に関し、報道機関による報道があったとき又は取材を受けたとき等）

特定重大事件

施設の不法占拠、爆弾又はこれに類するものの爆発、核・放射性物質、生物剤又は化学剤の散布、その他
運行の安全に支障を及ぼす、又は及ぼすおそれのある事件であって社会的影響が特に大きいと認めるもの 

（例：報道等で大きく取り上げられた事件）

重大事件

運行の安全に支障を及ぼす、又は及ぼすおそれのある事件であって社会的影響が大きいと認めるもの
（例：報道等で大きく取り上げられた事件）
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乗務員の健康管理について

乗務員等の健康状態を把握し、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業
務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員等を事業用自動車の
運行の業務に従事させてはいけません。

健康診断の受診 乗務員の健康管理

事業者は、常時使用している乗務員等に対
して、医師による健康診断を１年以内ごとに１
回（深夜業務を含むときは、深夜業務への配
置換えの際及び６ヵ月に１回）定期的に受診さ
せ、健康状態を把握しなければなりません。

要注意や要観察の所見がある運転者に対し
ては、当該運転者の日常生活に注意し、次回
の健康診断まで様子を見なければなりません。

運行管理者は、乗務員等の健康状態を常に
把握し、健康な状態で運行の業務に従事でき
るように、健康診断等を通じて管理、監督する
義務があります。
また、診断の結果、要注意者に対しては、自
主的な管理に努めさせるほか、適宜、医師の
診断を受けさせるよう適切に指導を行う必要
があります。

○健康管理関係マニュアル https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/health.html

事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル
自動車運送事業者における睡眠時無呼吸症候群対策マニュアル
自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン
自動車運送事業者における心臓疾患・大血管疾患対策ガイドライン
自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル
自動車運送事業者における飲酒運転防止マニュアル
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運転者等台帳の作成について

運転者等ごとに写真を貼り付けた運転者等台帳を作成し、運転者等の所属する営業所ごとに備
え置かなければなりません。

記載事項は下記のとおり ＜貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５＞

１． 作成番号及び作成年月日
２． 事業者の氏名又は名称
３． 運転者等の氏名、生年月日及び住所
４． 雇入れの年月日及び運転者等に選任された年月日
５． 運転免許に関する事項（運転免許証の番号及び有効期限、運転免許の年月日及び種類、免許条件）
（運転者のみ）

６． 事故を引き起こした場合は、その概要
７． 道路交通法第１０８条の３４の規定による通知を受けた場合は、その概要
８． 運転者等の健康状態
９． 事故を引き起こした者等、特定の運転者に対する特別な指導及び適性診断の受診状況（運転者のみ）
10. 運転者等台帳の作成前六月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の写真
11. 運転者でなくなった場合には、その年月日及び理由を記載し、３年間保存すること
12. 特定自動運行保安員でなくなった場合には、その年月日及び理由を記載し、３年間保存すること

※「事故を引き起こした場合」とは、いわゆる第１当事者をいい、第２当事者は記入する必要はありません。



中国運輸局

18

貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準（概要）

区分 基準の内容

運行時間 「一の運行」における最初の勤務から最後の勤務までの時間は１４４時間以内。

拘束時間

１か月の拘束時間は２８４時間以内、１年の拘束時間は３３００時間以内。（年間３４００時
間を超えない労使協定がある場合、１年のうち６か月までは、３１０時間までの延長可）

１日の拘束時間は、１３時間以内を基本とし、これを延長する場合であっても、最大１５時
間以内。

（ただし、１週間における運行がすべて長距離貨物運送でありかつ、一の運行における
休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合、当該１週間について２回に限り
最大１６時間以内）

休息期間

休息期間は、継続１１時間以上となるよう努め、継続９時間を下回らない必要がある。

（ただし、１週間における運行がすべて長距離貨物運送でありかつ、一の運行における
休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合、当該１週間について２回に限り
継続８時間以下）

運転時間
運転時間は、２日を平均し１日あたり９時間、２週間を平均した１週間あたりの運転時間
は４４時間以内。

連続運転時間
連続運転時間は、４時間が限度。（運転の中断は 1 回がおおむね連続１０分以上、かつ
合計３０分以上の原則休憩が必要）

休日労働 休日労働は、２週間に１回を超えてはならない。

※（分割休息期間、２人乗務、隔日勤務、及びフェリーに乗船の場合の特例あり

改善基準告示の基準を適用
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改善基準告示の間違いやすいポイントについて

1日の拘束時間 分割休息



【荷主等が取り組むべき措置の例】

○①荷主*（発荷主、着荷主）、② 物流事業者（トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫）に対し、物流効率化のた
めに取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置について国が判断基準を策定。
＊ 元請トラック事業者、利用運送事業者には荷主に協力する努力義務を課す。また、フランチャイズチェーンの本部にも荷主に準ずる義務を課す。

○上記①②取組状況について、国が当該判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施。

○上記①②の事業者のうち一定規模以上のもの（特定事業者）に対し、中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、
中長期計画の実施状況が不十分な場合、国が勧告・命令を実施。

○特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付け。

※法律の名称を「物資の流通の効率化に関する法律」に変更。
※鉄道・運輸機構の業務に、大臣認定事業の実施に必要な資金の出資を追加。〈予算〉

バラ積み・バラ降ろしに
よる非効率な荷役作業

パレットの利用による
荷役時間の短縮

【荷待ちがある1運行の平均拘束時間と内訳】

（トラック輸送状況の実態調査(R2)より）

荷待ち・荷役
3時間超

荷主・物流事業者間の商慣行を見直し、荷待ち・荷役時間の削減や積載率の向上等を図る。

取り組むべき措置 判断基準（取組の例）

荷待ち時間の短縮
適切な貨物の受取・引渡日時の指示、
予約システムの導入 等

荷役時間の短縮
パレット等の利用、標準化、
入出庫の効率化に資する資機材の配置、
荷積み・荷卸し施設の改善 等

積載率の向上
余裕を持ったリードタイムの設定、
運送先の集約 等

【荷主・物流事業者の「取り組むべき措置」「判断基準」】

パレット導入

すべての事業者

一定規模以上の事業者

【物資の流通の効率化に関する法律】 概要
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【多重下請構造のイメージ】

トラック事業者の取引に対する規制的措置 R7.4.1                            【貨物自動車運送事業法】

【他のトラック事業者を利用して運送することがあるか】 【他のトラック事業者に委託する際の下請金額は、
請け負った金額の概ね何％か】

（令和４年度末に国土交通省が実施した貨物自動車運送事業者を対象としたアンケート調査より）

はい

74%

いいえ

26%

100%～

4%

95～99％

28%

90～94％

42%

90％未満 

26%

※調査対象としている下請行為は元請けから1次下請け、1次下請けから2次下請け等のケースを含む。

物流業界の多重下請構造を是正し、実運送事業者の適正運賃収受を図る。

真荷主 元請事業者

１次下請け

２次下請け

…

n次下請け
（実運送事業者）

〇運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価（附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む。）等
について記載した書面交付等を義務付け＊。

〇元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け。

〇下請事業者への発注適正化について努力義務＊ を課すとともに、一定規模以上の事業者に対し、当該適正化に関する
管理規程の作成、管理者の選任を義務付け。
＊ 下請関係に入る利用運送事業者にも適用。
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取適法（改正下請法）の概要 R8.1.1

適用対象

製造委託 修理委託
役務提供委託

（運送・倉庫保管・情報処理）
情報成果物作成委託
（プログラム）

役務提供委託
（運送・倉庫保管・情報処理除く）

情報成果物作成委託
（プログラム除く）

法目的 中小受託取引の公正化 ・ 中小受託事業者の利益保護

禁止行為

受領拒否 報復措置

支払遅延（手形払等の禁止） 有償支給原材料等の対価の早期決済

減額 割引困難な手形の交付

返品 不当な経済上の利益提供要請

買いたたき 不当な給付内容の変更・やり直し

購入・利用強制 協議に応じない一方的な代金決定

特定運送委託

委託
事業者

資本金３億超

資本金１千万超３億以下

常時使用する従業員300人超

中小
受託
事業者

資本金３億以下（個人含む）

資本金１千万以下（個人含む）

常時使用する従業員300人以下（個人含む）

委託
事業者

資本金５千万超

資本金１千万超５千万以下

常時使用する従業員100人超

中小
受託
事業者

資本金５千万以下（個人含む）

資本金１千万以下（個人含む）

常時使用する従業員100人以下（個人含む）

①取引の内容

②規模要件

①取引の内容

②規模要件

①取引の内容 ＋ ②規模要件 ＝ 対象取引

義務

発注内容を明示する義務（発注書の交付）

取引に関する書類等を作成・保存する義務
（2年）

支払期日（受領後60日以内）を定める義務

遅延利息（14.6％）の支払義務

※赤色は改正内容 22



貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律
貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律

概要

○ ドライバーの担い手不足により、何もしなければ2030年には輸送能力が34％不足
○ 物流は国民生活及び経済活動の基盤であり、エッセンシャルワーカーであるトラックドライバーの経済的社
会的地位の向上等により、我が国の物流の持続可能性の確保及び国民経済の健全な発展を図るため、トラッ
クドライバーの適切な賃金の確保とトラック運送業界の質の向上等を目的として、貨物自動車運送事業法を
改正するとともに、それを担保するための新法を制定。

１．許可の更新制度の導入

トラック運送事業の許可について、５年ごとの
更新制を導入

２．「適正原価」を下回る運賃及び料金の制限

トラック運送事業者は、自ら貨物を運ぶときや、
他の事業者に運送を委託するときは、国土交通大
臣が定める「適正原価」を継続して下回らないこ
とを確保

３．委託次数の制限

トラック運送事業者及び貨物利用運送事業者は、
元請として運送を引き受ける場合、再委託の回数
を二回以内に制限するよう努力義務化

４．違法な「白トラ」に係る荷主等の取締り

許可や届出なく有償で運送行為を行うトラック
（いわゆる「白トラ」）の利用を禁止（罰則付）
荷主等に対しては是正指導も実施

１．基本方針の策定

（１）体制の整備

①許可の更新事務及び②事業適正化支援等を適
切・効率的に実施できるよう独立行政法人に行わ
せる等必要な体制を整備

（２）財源の確保等

上記業務の実施に必要な費用を確保できるよう、 
⑴①について更新手数料等によるほか、⑴②につ
いて広く社会で支える観点から財源措置を検討

２．法制上の措置等

政府は基本方針に基づき、必要な法制上の措置
等を本法律の施行後３年以内を目途として講じる

３．物流政策推進会議
政府は、物流に関する施策の総合的かつ集中的

な推進を図るため、物流政策推進会議を設置
推進会議の下に、連絡調整を行うための関係者

会議を設置

貨物自動車運送事業法の一部改正 貨物自動車運送事業の適正化のための
体制の整備等の推進に関する法律

担
保（※）貨物利用運送事業者についても同様に規制

（※）適正原価を支払わない荷主については、違反原因行為に
該当するものとして是正指導を実施

（※）標準的運賃については廃止
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Fin
ご清聴ありがとうございました

Chugoku Transport & Tourism Bureau
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